
ラムドン省ダムロン県医療センター医療機材整備計画・引渡し式典 

２０１４年６月６日 

２０１４年５月２２日（木）、日本政府による対ベトナム草の根・人間の安全保障無償資金協力「ラムドン省

ダムロン県医療センター医療機材整備計画」（２０１２年度実施）の引渡し式典が、矢ヶ部義則・在ホーチミン

日本国総領事館首席領事、ダムロン県人民委員会チャン・ドゥック・タム副委員長、ダムロン県医療センター 

カ・ゴック・フン・センター長出席の下、ダムロン県医療センター（被供与団体）において執り行われました。 

様々な民族が生活しているこのラムドン省ダムロン県において、当ダムロン県医療センターは、県民約４１，

８５０人に医療サービスを提供する唯一の県レベルの医療機関です。僻地医療を支える重要な医療機関ですが、

予算に限りがあるため、県レベルの医療機関としては医療機材が不足している状況にあり、外科手術が必要なケ

ースは全て１２０ｋｍ離れたラムドン省総合病院に３時間かけて移送していました。本件は約１１２，３８２米

ドルの資金協力を通じて、同病院に１２種類、計１２台の医療機材を整備することで、各疾患の早期発見、迅速

及び適切な治療を可能とし、移送件数の３０％を削減することを目的として実施されました。 

式典において、矢ヶ部義則首席領事は、「地域の医療改善に貢献できたことは、非常に喜ばしいことであると

思います。本件を通じて整備された医療機材が日本とラムドン省、そして当地のダムロン県、ひいては日本とベ

トナムとの友好のシンボルとなることを祈念致します。」と述べました。これに対し、フンセンター長は、「ダム

ロン県の住民と医療センターを代表し、本件の検討と承認をして下さった日本政府及び在ホーチミン日本国総領

事館、各資金の負担、支援を受け案件をスムーズに実施できるよう素晴らしい環境を整えて下さった各関係者の

方々に心より御礼申し上げます。私たちは、支援して頂いた機材が同地域の住民に対する医療サービスの質の向

上に繋がるよう、引き続き機材の維持管理に努めることを誓います。」と感謝の意を表明しました。 
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